
 

平成 26 年度市民提案型協働事業について 

 

１ 審査会実施状況 

・書類審査会 

   平成 25 年 11 月 13 日（水） 

・公開審査会 

 平成 25 年 12 月 15 日（日） 

 

２ 審査結果 

  平成 25 年 12 月 16 日，市民協働事業審査会から審査結果について，５事業が協働事業と

して実施することが適当であるとの報告がありました。 

 

(1) 協働事業として実施することが適当と認められる事業 ５事業 

テーマ 
受付 

番号 団体名 提案事業名 市負担金額 

安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み 

育
て
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り 

① ほんごう子ども図書館 
大切な命をみんなで守ろう 

～被災地の方との交流と体験～ 
300,000 

② 
特定非営利活動法人フォレスト 

サポートクラブ 

自然木を利用したクラフトを通じ，自然に

親しむ木育教育を普及する 
300,000 

「
三
原
ら
し
さ
」「
三
原
な
ら
で
は
」 

の
観
光
・
交
流
の
活
性
化 

⑤ 
さぎしまを愛する 

ボランティアガイド 
さぎしまの観光ＰＲ・情報発信事業 300,000 

⑥ もみじの郷 
仏通寺周辺の自然観光資源の整備により

観光客数の増加と町内の活性化を図る 
300,000 

⑦ 三原継ぎの輪会 
城下町三原 神社仏閣巡りマップ作製 

プロジェクト 
300,000 

    合 計 1,500,000 

 

(2) 協働事業として実施することが適当と認められない事業 ２事業 

テーマ 
受付 

番号 団体名 提案事業名 市負担金額 

安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み 

育
て
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り 

③ 三原モラロジー事務所 「家族のきずな」エッセイ 300,000 

④ 本郷さつき会 小学生ソフトボール大会 253,000 

   合 計 553,000 

 

別紙１ 
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◆市民提案型協働事業 事業実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算成立後，事業実施計画書に基づき，提案

団体と市が協定を結びます。 

実施候補事業の採否決定 

事業実施に向けての協議 

 （協働事業実施計画書作成） 

協定締結 

負担金申請 

協働事業実施 

事業実施報告・評価 

市担当課と事業目的の共有を図り，事業実施の

方法や役割分担などについて話し合い，事業実

施計画書を作成します。 

 

協定を結んだ後，提案団体は，負担金申請書

をまちづくり推進課に提出します。 

負担金交付決定，概算払請求 市は負担金の交付決定を行い，提案団体へ決

定通知書を交付します。提案団体は，事業完

了前に負担金が必要なときは，負担金請求書

を市へ提出します。 

市は，請求書に基づき，負担金を概算払いし

ます。 

提案団体と市（必要な場合は協力団体）が協

働で事業を実施します。 

事業終了後，提案団体と市担当課は，振り返

りを行い，報告書を作成します。 

提案団体は，その報告書と合わせて，負担金

交付にかかる実績報告書を作成し，まちづく

り推進課に提出します。 

市は，実績報告に基づき，負担金の額を確定

し，負担金額確定通知書を提案団体に交付し

ます。 

事業完了実績報告，負担金額確定 

予算化 
平成 26 年度協働事業負担金として予算化し

ます。 

平
成
25
年
度 

平
成
26
年
度 


